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平成28年度
年金額（月額）

国民年金
（老齢基礎年金：
1人分）

65,008円

厚生年金
（夫婦2人分の基
礎年金を含む標
準的な年金額※）

221,504円

お得な前納制度

納付方法 納付書で納付する場合の納付額・割引額等

毎月納付 ・ 16,260円（毎月納付書で納める場合、割引はなし）

６か月前納
平成28年４月～平成28年９月分
平成28年10月～平成29年３月分

・ 96,770円（毎月納める場合より　790円の割引）※４月～９
月分は４月末日、10月～３月分は10月末日が納付期限です。

１年前納
平成28年４月～平成29年３月分

・ 191,660円（毎月納める場合より3,460円の割引）※４月末日
が納付期限です。

国民年金だより

平
成
28
年
度
の
年
金
額
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
は
平
成
27
年
平
均
の
全
国

消
費
者
物
価
指
数
を
踏
ま
え
、
平
成
28
年

度
の
年
金
額
を
平
成
27
年
度
か
ら
据
え
置

き
と
す
る
こ
と
を
発
表
し
ま
し
た
。
老
齢

基
礎
年
金
の
年
金
額
（
月
額
）
は
、
左
記

の
と
お
り
（
40
年
間
納
付
し
た
満
額
の
場

合
）
で
す
。

※ 

納
付
期
限
か
ら
２
年
を
過
ぎ
る
と
時
効

に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

り
ま
す
が
、
平
成
30
年
９
月
末
ま
で
は

「
後
納
制
度
」
を
利
用
し
て
過
去
５
年

前
ま
で
遡
っ
て
納
付
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。（「
後
納
制
度
」
を
利
用
す
る
た

め
に
は
別
途
申
込
み
が
必
要
で
す
。）

ま
た
、
金
融
機
関
で
の
口
座
振
替
納

付
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納
付
、

Pay-easy

（
ペ
イ
ジ
ー
）
に
よ
る
納
付
も

可
能
で
す
。（
市
役
所
で
納
付
す
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。）

前
納
で
お
得
！

保
険
料
は
前
納
制
度
を
利
用
す
る
と
お

得
で
す
。

詳
し
く
は
下
の
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

年
金
マ
メ
知
識

「
支
払
い
す
ぎ
た
年
金
は
ど
う
な
る
の

…
？
」

前
納
後
に
公
的
年
金
に
加
入
、
ま
た
は

公
的
年
金
加
入
者
の
配
偶
者
と
し
て
扶
養

に
な
っ
た
場
合
、
払
い
す
ぎ
た
保
険
料
は

還
付
さ
れ
ま
す
。（
割
引
額
は
納
付
す
べ

き
期
間
に
応
じ
て
変
わ
り
ま
す
。）

還
付
の
ご
案
内
に
つ
き
ま
し
て
は
、
日

本
年
金
機
構
よ
り
郵
送
で
通
知
が
届
き
ま

す
の
で
、
そ
の
通
知
に
し
た
が
っ
て
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
。

※ 

厚
生
年
金
は
、
夫
が
平
均
的
収
入(

平

均
標
準
報
酬
（
賞
与
含
む
月
額
換
算
）

４
２
・
８
万
円)

で
40
年
間
就
業
し
、
妻

が
そ
の
期
間
全
て
専
業
主
婦
で
あ
っ
た

世
帯
の
新
規
裁
定
の
給
付
水
準
に
な
り

ま
す
。

な
お
、
受
給
者
の
受
取
額
が
変
わ
る
の

は
、
通
常
４
月
分
の
年
金
が
支
払
わ
れ
る

６
月
か
ら
で
す
。

※ 

平
成
27
年
10
月
に
施
行
さ
れ
た
「
被
用

者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め

の
厚
生
年
金
保
険
料
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
」
に
よ
り
、
年
金
額
（
年
額
）

の
端
数
処
理
が
そ
れ
ま
で
の
１
０
０
円

未
満
四
捨
五
入
か
ら
、
１
円
未
満
四
捨

五
入
に
改
め
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
基
礎
年
金
が
満
額
で
な

い
方
の
年
金
額
や
厚
生
年
金
の
年
金
額
に

つ
い
て
は
、
基
本
的
に
各
年
金
単
位
で
年

額
50
円
以
下
（
月
額
４
円
以
下
）
の
増
減

が
生
じ
ま
す
。

平
成
28
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て

平
成
28
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
は
、

月
額
１
６
，２
６
０
円
と
な
り
ま
す
。

毎
月
の
保
険
料
は
、
日
本
年
金
機
構
か

ら
４
月
の
上
旬
に
送
ら
れ
て
く
る
「
納
付

書
」で
、金
融
機
関
（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
含

む
）
ま
た
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

納
付
で
き
ま
す
。
な
お
、
納
付
期
限
は
翌

月
末
に
な
り
ま
す
。
納
付
期
限
を
過
ぎ
た

場
合
で
あ
っ
て
も
納
付
期
限
か
ら
２
年
以

内
で
あ
れ
ば
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。


